
【資料 No.7】 

令和 5 年 3 月 27 日  

 

瑞浪市男女共同参画審議会委員 各位 

 

瑞浪市生活安全課長 工藤 雄一 

 

『男女共同参画に関する市民意識調査報告書』について 

 

平素より、瑞浪市の男女共同参画の推進にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、令和 4 年 8 月に『第 3 次みずなみ男女共同参画プラン』の策定に向け実施しました

『男女共同参画に関する市民意識調査』の結果を別添冊子のとおり、ご報告いたします。 

つきましては、審議会委員のみなさまから、調査結果についてのご意見を伺いたいと思い

ますので、大変お忙しい中恐縮ではございますが、報告書のご意見、ご感想等をご記入の上、

ご提出いただきますようご協力をお願いいたします。 

 

＜ご意見、ご感想をお聞かせください＞ 

報告書をご覧いただき、【資料№7-2】に、皆様のご意見、ご感想、また『第 3 次みず

なみ男女共同参画プラン』に期待することやアイデアがあればお聞かせください。 

全ての項目を記入する必要はありません。記入できる範囲でお願いします。 

 

ご記入いただきましたら、お手数をおかけしますが、4 月 17 日（月）までに、返信

用封筒にて、生活安全課あてご提出ください。FAX でも構いません。 

返信用封筒は、大きい封筒の中にありますのでご利用ください。 

 

＜例＞ 

「家庭での役割において、現状と理想とのギャップに驚いた。特に女性の差が大きい。

（P44・45）」、「女性が働き続けるには「保育所や学童保育など子育て支援の充実」の他、

男性が家事育児に参加できるような男性の働き方改革も必要ではないか。（P79）」、「経

年比較から、男性が優遇されているという意識が、男女問わず高いまま。（P112）」など、

報告書から分かること、感じたこと、アイデア等をご記入ください。簡単な感想でも結

構です。 

『報告書』をご覧いただく際のヒント 

□『調査結果の要約』→ P5～P10 をご覧ください。 

  

□『経年比較』→ P111～P132 をご覧ください。 

いくつかの設問については、平成 14 年、19 年、24 年、29 年、今回の調査結果の比較が

掲載してあります。市民の意識の変化や社会情勢の移り変わりが分かります。 

 

□『調査票』→ 巻末に掲載してあります。 

《ＦＡＸ番号 ０５７２－６８－２２４０》 
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『男女共同参画に関する市民意識調査報告書』に関する感想等 

 

瑞浪市男女共同参画審議会委員  氏 名：               

  

 

 項  目 感想・意見 3 次プランに期待すること・アイデア 

１ 
男女平等に対する意識について 

（問 1～問 3／P19～P32） 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

家庭生活・結婚・家庭観につい

て 

（問 4～問 6／P33～P68） 

 

 

 

 

 

 

 

３ 
生活の中での優先度について 

（問 7～問 9／P69～P72） 
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 項  目 感想・意見 3 次プランに期待すること・アイデア 

４ 
女性の働き方について 

（問 10～問 14／P73～P80） 

 

 

 

 

 

 

 

５ 
地域活動・社会活動について 

（問 15～問 18／P81～P87） 

 

 

 

 

 

 

 

６ 介護について（問 19／P88） 

 

 

 

 

 

 

 

７ 
人権について 

（問 20～問 24／P89～P99） 
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 項  目 感想・意見 3 次プランに期待すること・アイデア 

８ 
性的マイノリティについて 

（問 25～問 28／P100～105） 

 

 

 

 

 

 

 

９ 
防災の分野について 

（問 29／P106～107） 

 

 

 

 

 

 

 

10 

男女共同参画社会に関する施策

について 

（問 30、問 31／P108～110） 

 

 

 

 

 

 

 

11 
その他 

ご自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

※4 月 17 日（月）までに、生活安全課あてにご提出ください。 《ＦＡＸ番号 ０５７２－６８－２２４０》 


